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口
座
振
替
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
納
付
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座
振

替
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

納
付
の
手
間
が
省
け
、時
間
の
節

約
に
も
な
り
ま
す
。

申
込
方
法

・
預（
貯
）金
口
座
振
替
依
頼
書（
自

動
払
込
利
用
申
込
書
）

・
預（
貯
）金
通
帳

・
印
鑑（
通
帳
届
出
印
）

　
以
上
３
点
を
口
座
振
替
が
で
き
る

金
融
機
関
に
持
参
し
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

依
頼
書（
申
込
書
）は
、役
場
お
よ

び
各
金
融
機
関
に
あ
り
ま
す
。詳
し

く
は
、各
金
融
機
関
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

※
過
年
度
課
税
分
お
よ
び
随
時
課
税

分
は
、口
座
振
替
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
納
期
限
が
振
替
日
と
な
り
ま
す
。

振
替
日
前
日
ま
で
に
残
高
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　
役
場 
収
納
課

　
内
線
１
２
２・１
２
０

町
税
を
滞
納
す
る
と

　
町
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
放
置
し
納

付
し
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
、税
負

担
の
公
平
を
期
す
る
た
め
、法
律
に

基
づ
き
や
む
を
得
ず
滞
納
処
分（
差

押
）を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

差
押
処
分　

本
町
で
も
、町
税
の
滞

納
が
あ
れ
ば
勤
務
先
や
取
引
業
者
等

へ
の
税
務
調
査
の
上
、給
与・報
酬
、

売
掛
金
、不
動
産
、動
産（
自
動
車

等
）、預
貯
金
、生
命
保
険
な
ど
各
種

財
産
の
差
押
処
分
を
行
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
令
和
２
年
度
以
前
の
町
税
に
滞
納

の
あ
る
方
に
は
、納
付
催
告
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
。ま
だ
納
付
さ

れ
て
い
な
い
場
合
は
早
急
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
相
談　
納
期
限
ま
で
に
納
税
で

き
な
い
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

は
、納
税
方
法
等
を
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先　
役
場 

収
納
課

　
内
線
１
２
０・１
２
２

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　

家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、毎
年
１

月
１
日
の
賦
課
期
日
現
在
の
状
況
に

よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
今
年
中
に
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
取
り
壊
し
さ
れ
る
と
来
年
度
の

課
税
対
象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。家
屋

を
取
り
壊
し
さ
れ
た
方
は
、税
務
課

固
定
資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、法
務
局
へ
建
物
滅
失
登
記

申
請
を
さ
れ
た
場
合
、連
絡
は
不
要

で
す
。

問
合
せ
先　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
８・１
７
９

津
島
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
宅
等
か
ら
のｅ
︱

Ｔａｘ
申
告

に
ご
協
力
を
！

ス
マ
ホ・Ｐ
Ｃ
等
か
ら
簡
単
に

申
告
で
き
ま
す
！

◉�

確
定
申
告
と
感
染
防
止
対
策
に
つ

い
て

　

例
年
、年
明
け
か
ら
多
く
の
皆
さ

ん
が
確
定
申
告
の
手
続
き
の
た
め
税

務
署
へ
来
署
さ
れ
、２
月
16
日
か
ら

３
月
15
日
ま
で
の
確
定
申
告
期
間
に

は
、さ
ら
に
多
く
の
皆
さ
ん
が
確
定

申
告
会
場（
津
島
市
文
化
会
館
）に
来

場
さ
れ
、大
変
混
雑
し
て
お
り
、長
時

間
お
待
ち
い
た
だ
く
状
況
に
あ
り
ま

す
。

　
令
和
３
年
分
の
確
定
申
告
に
お
い

て
も
、感
染
防
止
対
策
を
第
一
に
考

え
、会
場
内
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、入

○利用可　　×利用不可	 	
全国各本支店で利用できます。	 	
※ゆうちょ銀行・郵便局については、
　愛知・三重・岐阜・静岡県内に限ります。

金融機関名称 町税等の
納付

町税等の
口座振替

三菱UFJ銀行 ○ ○

みずほ銀行 ○ ×

大垣共立銀行 ○ ○

十六銀行 ○ ○

三十三銀行 ○ ○

愛知銀行 ○ ○

名古屋銀行 ○ ○

中京銀行 ○ ○

岐阜信用金庫 ○ ○

いちい信用金庫 ○ ○

瀬戸信用金庫 ○ ○

中日信用金庫 ○ ○

海部東農業協同組合 ○ ○

ゆうちょ銀行・郵便局  ○※ ○

口座振替ができる金融機関
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場
で
き
る
時
間
枠
が
指
定
さ
れ
た

「
入
場
整
理
券
」方
式
に
よ
る
会
場
運

営
を
行
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、税
務
署
や
確

定
申
告
会
場
で
対
応
で
き
る
人
数
に

も
限
界
が
あ
り
ま
す
の
で
、皆
さ
ん

の
安
全
確
保
と
い
う
観
点
に
お
き
ま

し
て
も
、ぜ
ひ
、簡
単
・
便
利
な
自
宅

等
か
ら
の
ｅ 

︱  

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
！

◉ 

年
内
に
ｅ 

︱  

Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
準
備

を
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
ま
た
は
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
が
あ
れ
ば
、ｅ 

︱  

Ｔ
ａ
ｘ
を

利
用
し
て
申
告
書
を
提
出
で
き
ま

す
。ま
た
、事
前
に
税
務
署
で
Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行
手
続
き
を
行
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ

タ
等
を
お
持
ち
で
な
い
方
で
も
、

ｅ 

︱  

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。

　

確
定
申
告
に
備
え
、今
の
う
ち
か

ら
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

手
続
き
ま
た
は
津
島
税
務
署
の
窓
口

で
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行
手

続
き
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発

行
を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、申
告

さ
れ
る
ご
本
人
が
運
転
免
許
証
な
ど

の
本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち
の
上
、

津
島
税
務
署
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◉ 

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
の

帳
簿
の
記
載
・
記
録
の
保
存
に
つ

い
て

　

事
業
所
得
、不
動
産
所
得
ま
た
は

山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う

全
て
の
方
は
、記
帳
と
帳
簿
書
類
の

保
存
が
必
要
で
す
。（
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
が
必
要

で
な
い
方
も
対
象
）

　

詳
細
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、津
島
税
務
署

所
得
税
担
当
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

 https://w
w
w
.nta.go.jp

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
∨
税
の
情

報
・
手
続
・
用
紙
∨
税
に
つ
い
て
調

べ
る
∨
確
定
申
告
∨
個
人
で
事
業
を

行
っ
て
い
る
方
の
記
帳
・
帳
簿
等
の

保
存

問
合
せ
先　
津
島
税
務
署

　
☎
０
５
６
７（
２
６
）２
１
６
１

※
電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し

て
い
ま
す
の
で
、音
声
案
内
に
従

い「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　愛知県で自転車に乗る際には、自転車損害賠償保険等の加入が義務化となり、ヘルメットの着用が「努力義務」
と愛知県条例で定められました。
　町では自転車を利用する児童生徒等および高齢者のヘルメット着用を促進し、自転車利用時の交通事故被害の
軽減を図るため、自転車用ヘルメットの購入費用を補助します。
補助対象者
　町内在住の7歳～18歳の方または65歳以上の方
　※保護者が購入した場合は保護者の方が申請　※使用者１人につき１個まで
　※購入から３カ月以内に申請してください。ただし令和３年４月１日から同年９月30日までの間に購入した方は、
同年12月28日までに申請してください。

対象ヘルメット
　安全認証マークの付いた新品（図参照）
補助額
　購入費用の２分の１（上限2000円）　※10円未満切り捨て
申請方法
次の❶～❺を都市整備課に提出してください。
❶補助金交付申請書兼実績報告書
❷領収書の写し等（購入者氏名、金額、日付、品名、購入店の記載があるもの）
❸ヘルメットの安全認証適合を確認できるもの（保証書、説明書、現物等の提示）
❹補助金交付請求書
❺振込口座の金融機関と口座番号の分かるもの（通帳の写し）
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。　
申請受付期限　令和4年3月１日（火）
問合せ先　役場　都市整備課　内線164

自転車乗車用ヘルメットの購入費の一部を補助します

GSマーク
（ドイツ製品安全の認証）

SGマーク
（製品安全協会の安全認証）

CEマーク
（EU加盟国の安全認証）

CPSCマーク
（米国消費者製品安全委員会の安全認証）

JCFマーク
（日本自転車競技連盟の安全認証）

安全認証マーク


